
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

船橋市議会議員 2022 年１２月１３日発行 第８５号 

立 憲 民 主 党 

討 議 資 料 

 

三橋さぶろう 
み つ は し 

 

議会活動報告 

エネルギー価格が高騰しています。その原因はまず、新型コロナウイル

ス感染症の影響で世界経済が一時停滞しましたが、その後の回復によりエ

ネルギー需要が増加し、世界中でエネルギーを必要としています。さらに

今年の 2 月には、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻があり、多くの

国はロシアに経済制裁を行なっています。これによりロシアが輸出してい

る天然ガスと原油が今まで通り供給されなくなる懸念から、世界的にエネ

ルギー価格が高騰しています。 

このほか悪いことに近年まれにみる円安もエネルギー価格を押し上げる

要因になっています。原油や天然ガスの取引決済では、多くはドル建てで

行われています。そのため仮に原油価格が上がらなくとも、円安ドル高に

なると原油の仕入れ値が上昇します。今年の円相場は一時 150 円台まで

値下がりし、1990 年以来およそ 32 年ぶりの円安水準となりました。

こうしたことから電気料金、ガス料金が値上がりしています。皆様も実感

されていると思います。そして各電力会社では今後、    （裏面へ続く） 

エネルギー価格高騰 
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■1978 年 長野県木島平生まれ（44 歳） 

■2002 年 中央大学商学部卒業  

      株式会社カネボウ  

        江東区健康スポーツ公社 

■2008 年 衆議院議員 野田佳彦秘書  

■2011 年 衆議院議員 若井康彦公設秘書 

■2015 年 船橋市議会議議員選挙 初当選 

■2019 年 2 期目当選  

■特 技： クロスカントリースキー 

1998 年長野オリンピックボランティアスタッフ 

2002 年ｿﾙﾄﾚｲｸｼﾃｨ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表ｺｰﾁ 

■船橋市消防団２０分団２班 所属 

■好きな言葉：出来ることからコツコツとやる 

■家族：妻と特別支援学級に通う息子（小

学生）、娘（幼稚園）の 4 人家族 

■趣味：子どもと散歩、お酒 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所にお越しの場合は、あらかじめご連絡いただけると助かります。 
 

（表面から） 

大幅な値上げを経済産業省に申請している状況です。エネルギー価格の高

騰は市民の暮らしに大きく影響しています。政府において負担軽減のため

の政策を強く打ち出すことを期待しています。 

 エネルギー価格高騰は船橋市の財政にも大きく影響しています。当初予

算では不足することから第 3 回定例会で補正予算が出され、電気料金で 4

億 3 千 2 百万円、ガス料金は 1 億 2 百万円で合計 5 億 3 千４百万円が追

加されました。そして 12 月議会（第 4 定例会）では再び予算が不足する

ことから、電気料金で 4 億 2 千４百万円、ガス料金 7 千８百万円、合わせ

て５億と２百万円の補正予算案が出されました。前回と今回の補正予算を

合わせると１０億３千６百万円にもなります。このような状況を踏まえて

12 月 2 日の一般質問では以下の内容を質疑しました。詳細については船

橋市議会 HP の本会議録の閲覧、本会議録画中継からご確認いただければ

とおもいます。 

【質問要旨】 

① エネルギー価格高騰は仕方ない部分もあるが、契約の見直しや工夫で

料金の値上げを少しでも抑えることはできなかったのか？ 

② 今年度中にさらに予算が不足する事態になるのか？ 

③ 行政サービスで、エネルギー価格高騰などの影響で使用料・利用料を

値上げ、または新たに料金を徴収することはあるのか？ 

 

 

 

船橋市議会議員 三橋さぶろう 

〒274-0063 船橋市習志野台２-４-13 ネスト１２ １０１ 

電 話：０４７－４０２－２８１０ FAX：０５０－３４８８－３１９０ 

E-mail:funabashi@mituhashisaburo.jp 

ポスター掲示のお願い 
 

『野田よしひこ』衆議院議員と『三橋さ 

ぶろう』のポスターを作製しました。 

ご自宅や所有地の壁などに掲示してい 

ただける方は下記までご連絡ください。 


